
 

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日  

経済観光局地域産業振興課 

質 疑 応 答 書（３） 

事業名 メタバースを活用した企業ＰＲ促進事業実施業務 

番

号 

基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

１ 「プロポーザル

説明書」 

P4.8 

 

プレゼンテーション時

に、実際の画面を見せなが

らデモを実施することは

可能か。 

提出期限までに、提案書の一部として

提出されたデモ動画であれば使用可能

です。 

２ 「基本仕様書」 

P1.4.1 

 

メタバース空間公開後

は、24 時間常時開場する想

定か。 

お見込みのとおりです。 

３ 「基本仕様書」 

P1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存のメタバースプラ

ットフォームを基盤とし、

本案件向けに UI/UXの最適

化、独自ドメインの設定、

および個別機能のカスタ

マイズを行った提案は可

能か、 あるいは、提案事業

者が自社で開発・所有・運

営するプラットフォーム

が必須条件となるのか。 

基本仕様書に記載する要件を満たす

ものであれば、自社所有のプラットフォ

ームであるかは問いません。 

なお、ドメインについては、原則自治

体公式ドメインとしてください。 

４ 「基本仕様書」 

P1.4.1 

 

 

 

 

 

 

将来的な機能追加につ

いて、現時点で、外部シス

テムやデータベースとの

API 連携、あるいは特定の

機能追加（電子商取引、マ

イナンバーカード連携等）

について、具体的な想定や

要望はあるか。 

現時点ではありません。 

５ 「基本仕様書」 

P1.4.1 

 

 

 

 

 

 

基本機能要件の同時接

続者数に関して「最大同時

接続者数は 150名以上とす

る。」とあるが、開催期間中

は常時 150名以上同時接続

できるような体制を構築

する必要があるか。 

お見込みのとおりです。 



 

６ 「基本仕様書」 

P1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントエリアを開放

してのイベントを実施し

ている間は最大同時接続

者数 150 名以上、開催して

いない期間は 30 名といっ

たような想定される入場

規模に合わせて同時接続

者数の上限を調整するよ

うな運用は想定している

か。 

 想定していません。 

 

７ 「基本仕様書」 

P3.4.1 

 

 

 

 

出展企業向けの個別ア

カウントは、受託者が個別

に発行するのか、あるい

は、特権アカウントの管理

画面から発行できるよう

にするのか。 

受託者が個別に発行します。 

８ 「基本仕様書」 

P3.4.1 

 

 

 

 

 

特権アカウントのログ

イン情報（アドレス、パス

コード）の初期設定は、使

用者が行うのか、あるい

は、受託者がログイン情報

を設定したアカウントを

用意するのか。 

受託者でログイン情報を設定したア

カウントを用意してください。 

９ 「基本仕様書」 

P4.4.2 

 

 

参加企業 50 社は目標値

か。発注者に候補があり、

募集に協力するという認

識でよいか。 

50 社は参加目標数です。 

企業への働きかけを含む募集業務を

受託者が行います。 

10 「基本仕様書」 

P4.4.4 

 

 

 

イベントエリア運営支

援について、既に候補とな

るイベントはあるか。ある

場合、集客の規模感はどの

程度か。 

 現時点で想定しているイベントはあ

りません。 

(注)この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。 


